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第 １ 議案第１１３号 平成２５年大仙市スキー場事業特別会計への繰入額の変更につ

いて 

第 ２ 議案第１１４号 平成２５年度大仙市一般会計補正予算（第３号） 

第 ３ 議案第１１５号 平成２５年度大仙市学校給食事業特別会計補正予算（第３号） 

第 ４ 議案第１１７号 平成２５年度大仙市スキー場事業特別会計補正予算（第１号） 

第 ５ 議案第１１８号 平成２４年度市立大曲病院事業会計決算の認定について 

第 ６ 閉会中の継続審査（調査）の申し出にかかる事件について 

 

午前１０時００分 開  会 

○委員長（大山利吉） おはようございます。全員お揃いになりましたので、ただいまか

ら委員会を開催したいと存じます。まず、はじめに、めっきり朝・夕過ごしやすくとい

うか涼しくなりました昨今でございますが、皆さまご健勝で本当に心から喜んでいる次

第でございます。そういう中におきまして大変明るいニュース、全国学力テスト、また

トップレベルということで本当に私ども１市民として心から喜んでいる次第でございま

す。教育長はさておいて、現場の教職員の先生方、また生徒さん、ご家庭の皆さん、そ

して地域の環境、全てが関係各位のご努力がこのような結果になったものだと私は察し

ております。なお、一層の生徒さんのご努力と現場の方々のご奮闘を心からご祈念申し

上げる次第でございます。それではただいまから教育福祉常任委員会を開会いたします。

当委員会に付託された事件につきましては、別紙日程表のとおり審査いたしますので、

よろしくお願いをいたします。毎回で恐縮ですが、正確な会議録作成のため、発言はマ

イクにスイッチを入れてからお願いしたいと存じます。それでは、はじめに、三浦教育

長からご挨拶をお願いいたします。 

○教育長（三浦憲一） おはようございます。８月は大変行事の多い月でして、伝統行事

或いは地域行事、それからスポーツ関係のイベントということで、議員の皆さまにも本

当に大変お忙しい時が続いたのではないかと、こう思われます。そして本会議、そして

常任委員会とお疲れのところでありますが、今日１日ご審議のほどよろしくお願い申し

上げたいと思います。先程委員長さんの方から、励ましのお言葉をいただきました。本

当に、やはり子どもさん方、ちゃんと頑張ったなという感じを持っております。秋田県

はもちろんですが、大仙市の子ども達も大変よく頑張ったなとこう思っているところで

ございます。やはりみんなで支え合うというその力が効果を発揮しているのではないか
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なとこう思いますので、私たちすごく例年よりうれしいなと思うのは、基礎的な学力の

守りだけでなくて、活用能力というＢ問題が今回秋田県よりもさらに大仙市の方がよか

ったということで、子ども達が思考力だとか表現力だとかそういう人との関わり合いか

ら生まれるようなことが、だんだん力が付いてきていると。ということは議会でも色々

予算でご審議いただいて許可していただいた所謂地域の方々に学ぶとか、それから専門

家の方々に学ぶとかそういう事業も１つ１つ成果を発揮していることでないかなと思っ

て、これは有り難くこう思っているところであります。今後とも色々子ども達、将来に

向けて自立した子ども達、チャレンジ精神ある子ども達を目指して、今後とも頑張って

いきたいなと、こう思っておりますので、よろしくご支援の程お願い申し上げたいなと、

こう思ってます。一方で昨日ＮＨＫのニュースでございました。私もびっくりして見て

おりました。岩手県の方に小学校が今、大変支援交流という形で、今週は中仙中学校が

２泊３日で寝袋を持参して行って来ております。それから平和中学校、昨日のニュース

は平和中学校でございました。本当に仮設住宅の方々と一緒なって対話をしていると。

おじいちゃん、おばあちゃん達がグランドゴルフをやっているあの笑顔ですね、やっぱ

り物の交流でなくて心の交流だという視点で、子ども達がやはり学力だけでなく、心の

面も非常に育ってきているなとことで大変有り難く思っているところであります。是非

今後共も続けていく学校結構ありますので、そういうのも支援していけたらなとこう思

っているところでありますので、よろしくご支援の程お願い申し上げたいなとこう思っ

ております。本日よろしくご審議お願い申し上げます。 

○委員長（大山利吉） はい、教育長、ありがとうございました。続きまして、今田健康

福祉部長から、ご挨拶をお願いいたします。 

○健康福祉部長（今田秀俊） おはようございます。現在市内で１４カ所で敬老会を開催

中でございます。この後も金婚式等、大きな事業を控えておりますけども、お陰様で順

調に皆さまのご指導で順調に経過しております。本日、当委員会で健康福祉部でご審議

をお願いいたしますのは、補正予算７件でございます。この後、担当課長の方からご説

明いたしますので、どうかよろしくご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いい

たします。 

○委員長（大山利吉） ありがとうございます。それでは早速審査に入ります。 

議案第１１３号「平成２５年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入額の変更について」

を議題といたします。当局の説明を求めます。滝沢生涯学習部次長兼スポーツ振興課長。 
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○生涯学習部次長兼スポーツ振興課長（滝沢清寿） 資料№１「議案書」をお願いいたし

ます。「議案書」の２０頁をお開き願います。議案第１１３号「平成２５年度大仙市ス

キー場事業特別会計への繰入額の変更について」ご説明します。これは、既に議決をい

ただいております平成２５年度大仙市スキー場事業特別会計に平成２５年度一般会計か

らの繰入額を６９，６５４千円以内から、この後、議案第１１７号でご説明申し上げま

すが、大曲ファミリースキー場のリフト索受け装置工事費２，３１０千円を補正し、７

１，９６４千円以内に改めることについて、地方財政法第６条の規定に基づき、議会の

議決をお願いするものであります。 

   以上、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（大山利吉） はい。説明が終了いたしました。これより質疑を行います。質疑の

ある方は、お願いいたします。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） なければ質疑を終結いたします。これより討論を行います。討論

はありませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） 討論なしと認めます。これより採決いたします。本件は、原案の

とおり可決することにご異議ございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） ご異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

次に、議案第１１４号「平成２５年度大仙市一般会計補正予算（第３号）」を、議題と

いたします。当局の説明を求めます。はじめに、佐々木健康福祉部次長兼社会福祉課長。 

○健康福祉部次長兼社会福祉課長（佐々木清哉） 議案第１１４号「平成２５年度大仙市

一般会計補正予算（第３号）」におきます、社会福祉課所管分についてご説明いたしま

す。歳出にかかる補正についてご説明いたします。資料№２の「補正予算書」の１４頁

をお開き願います。３款１項１目「社会福祉総務費」１５事業の「子ども・若者育成支

援事業費」であります。この事業につきましては、事業の委託先でありますＮＰＯ法人

大仙親と子の総合相談センターに対する委託料として１，１００千円の補正をお願いす

るものであります。今年度から市の事業として、不登校或いは引きこもりの若者を対象

とした事業をスタートしたところでございますが、当初見込んでいた利用者や相談件数
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が大幅に増加したことに伴いまして、非常勤相談員への賃金が不足となることから、人

件費の増額分として６６０千円を、また、相談件数の増加と相談内容が多岐にわたるこ

とを踏まえ、専門的な助言指導を実施する必要があることから、これまでカンファレン

スとしてご指導いただいております精神保健福祉士、それから臨床心理士のお２方に対

する報償費として４４０千円を、合わせて、１，１００千円の補正をお願いするものあ

ります。  

次に、９１事業の「地域福祉振興基金積立金」は、積立金として５２０千円を補正す

るものでございます。この基金は、市民からの寄付金を基金に積み立ていたしまして、

福祉関係事業を有効に活用していくための基金積立金でございます。今回の寄付金は、

株式会社「エスタディオ」から５００千円、また一市民からチャリティライブの収益金

の一部として２０千円、合わせて５２０千円となっております。補正後の基金の累計残

高は、１０，０００千円となっております。  

次に、３款１項７目「老人福祉施設費」６４事業の「既存介護施設スプリンクラー等

設備整備費補助金」につきましては、２，３７６千円の補正をお願いするものでござい

ます。これにつきましては、資料№２－１ということで「主な事業の説明書」の１３頁

をお開き願います。この事業は、既存の認知症高齢者グループホームで、スプリンクラ

ー等が未設置な施設に整備費を助成することで、施設利用者の安全向上を図るものでご

ざいまして、平成２１年度からこの事業を進めてきた経緯がございます。既存施設に対

するスプリンクラー等火災報知器或いは消防機関への火災通報装置も含めてでございま

すが、設置義務のない介護施設も含めまして、平成２４年度ですべての施設で設置され、

財源である県の基金事業も終了することになっておりました。こうしたところ、平成２

５年２月に長崎市のグループホームで５名の死者を出す火災が発生いたしまして、設置

義務のないグループホームへの指導が強化されております。こういったことで改めて補

助対象期間を１年延長いたしまして、設置義務のない施設に関しまして積極的なスプリ

ングラーの設置が実施されることになったものでございます。今回の対象施設でござい

ますが、西仙北にあります「みずこしの里」でございます。昨年１ユニットの増築工事

を行い、昨年１２月から開設しております「みずこしの里・２号館」でございます。こ

の２号館は床面積が２６４㎡と、スプリンクラーが設置義務とされる２７５㎡を下回る

面積で、法令的に消防法上からいたしますと不要でございますけれども、こういった先

程ご説明いたしましたこうした経緯を受けまして、今回、県の内示を得まして事業を実
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施することになったものでございます。具体的な金額につきましては、床面積２６４㎡

に㎡あたり９千円を乗じ、２，３７６千円の補助金をお願いするもので、財源は全額県

補助金を充当することにしております。 

    以上で社会福祉課関係の説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますよ

うお願い申し上げます。 

○委員長（大山利吉） はい、ありがとうございました。この後も説明が続きますが、皆

さんどうでしょう、課ごとに質疑を行っていきたいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） 異議なしと認めます。それでは、ただいまの説明に対しまして、

質疑がございましたらお願いいたします。小松委員。 

○委員（小松栄治） ２つほどだどもすよ、地域福祉振興基金の積立金、５２５千円だ 

っけが。その内の５００千円がエスタディオ、これすよ、向こうの方から何か福祉の目 

的どかっては、何も言わねがったべが。もう１つ、スプリンクラーのこれなんだけども。 

これもまず良しとして。ただ、今事故全国でもあってるようなので、これ消防法等で１ 

年に何回とかってよ、新しいところも古しいところも何回くらい点検して歩いてるもん 

なのかなと。その辺りのあれは調べてるもんだべが。それが一番大切なんだ、やっぱり 

な。それ２つだけ。 

○委員長（大山利吉） 佐々木次長。 

○健康福祉部次長兼社会福祉課長（佐々木清哉） 最初のエスタディオの寄附につきまし

ては、申し入れといたしまして、仙北組合病院改築事業に伴う跡地の、こども園の設備

充実のためというふうな方向で使っていただきたいということの申し入れを受けておる

ところでございます。それから２点目の消防法上に関しましては、年１回そういう消防

機関の消防、広域消防の立ち入り検査を受けることになっております。そして更に今回

そういった長崎市の火災の状況を受けまして、介護保険施設でございますので、介護保

険事務所、それから市の社会福祉課、双方でまわりましてグループホーム等のその現在

の状況、特に未設置に関する部分について訪問指導をしているところでございます。以

上です。 

○委員長（大山利吉） 小松委員。 
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○委員（小松栄治） それ結構ですけども、問題は民間の煙探知機、あれの設置、なお一

層検査等きっちりしていただければありがたいなと感じたところで、この辺りよろしく

お願い申し上げます。以上です。 

○委員長（大山利吉） 答弁はよろしいですね。 

○委員（小松栄治） いいです。 

○委員長（大山利吉） 他にございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） ないようですので、質疑を終結いたします。次に、逸見地域包括

支援センター所長。 

○地域包括支援センター（逸見博幸） それでは続きまして地域包括支援センター所管分

についてご説明させていただきます。資料№２「補正予算書」は引き続き１４頁をお開

きください。資料№２－１「事業説明書」は１２頁をお開きいただきます。３款１項６

目「老人福祉費」１５事業「高齢者等除雪サービス事業費」は、委託料といたしまして

２０，２７６千円の補正額であります。この事業は、冬期間の継続事業として実施して

いるものでありますけれど、ひとり暮らし高齢者や、高齢者のみの世帯等を対象として、

冬期間の道路除雪車通過後に家屋の玄関前に残された雪の塊を除排雪することによりま

して、家屋への出入り口を確保する事業であります。事業に要する経費については、市

が各地域の建設業協会等と統一単価で契約いたしまして、委託料として実績件数に応じ

て支払うこととしております。また、その財源につきましては、一般財源と、この事業

を利用される世帯からの住民税課税区分に応じた利用者負担金が充当されます。事業の

概要については、１２頁の事業説明書記載の通りでございますが、簡単にご説明させて

いただきます。業者に委託して行う事業の期間は１１月１５日から翌年３月３１日まで

としております。１１月１５日というのは、市の除雪開始の期間に合わせております。

利用者の決定につきましては、広報１０月号及び１２月号で市民の方に周知いたしまし

て申請を受け付けます。その後世帯状況を調査の上利用者登録いたします。利用決定後

には、委託する業者へ登録者リストを提供いたしまして、降雪前に対象世帯の除雪カ所

を確認していただきます。業者に対します委託料は、1 シーズン１世帯あたり３６千円

で１世帯のシーズン標準除雪回数を３５回と設定しています。なお、そのシーズンによ

りますが、３５回を超えての除雪があった場合は、超過分として１回あたり１千円の委

託料を超過回数に乗じて支払うこととしておりますが、この内容については今回の補正
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では１千円としておりますが、その時々の状況に応じますので、協議によってこの額を

決定するということで申し合わせております。利用者負担につきましては、市民税課税

区分により４区分としております。この区分の内容については、事業説明書中段の予算

積算内容の歳入という箱書きの部分に記載しておりますのでご覧いただきたいと思いま

す。また、特に降雪量の多い１月から３月初旬にかけての期間では、臨時職員４名を雇

用いたしまして、この除雪サービス事業を補完する見守り点検や除排雪、家屋周辺や屋

根からの落雪等によりまして緊急対応が必要となった世帯の除排雪、また大仙市社会福

祉協議会が中心となって運営しております大仙雪まる隊と連携を取った除雪支援を行う

こととしております。補正額の内訳でございますけれども、事業説明書の中段に、箱書

きで表を掲載しております。各地域の過去の実績と、本年度の見込みを一覧表としてお

示ししておりますのでご覧いただきたいと思います。この事業については、その年の降

雪状況にもよりますけれども、利用実績が年々増加の傾向であることが分かると思いま

す。近年の豪雪の状況から、昨年の稼働実績を参考といたしまして、今年度４４０世帯

の利用を見込んで、利用見込み件数４４０件に１シーズンあたりの１件の委託料３６千

円の委託単価を乗じました１５，８４０千円を基準回数委託額、そして３５回を超える

超過見込回数を３，１４０回といたしまして千円を乗じた３，１４０千円を超過分の委

託額として計上しております。また、臨時職員の雇用につきましては、４人分４５日間

の賃金１，１８５千円と、郵券代等の経費１１１千円、合計でこの事業２０，２７６千

円の補正要求額となっております。 

以上、説明を終わりますが、よろしくご審議の上ご承認賜りますようお願いいたしま

す。 

○委員長（大山利吉） はい、ありがとうございました。説明が終了いたしました。これ

より質疑を行います。質疑のある方、お願いいたします。石塚委員。 

○委員（石塚柏） 内容につきましては予算関係、全く私異存ないんですが、ただ今後継 

続してやってもらえると思いますので、ひとつ意見として聞いてくれませんか。個々の 

家庭での問題はかなりこれで解決になると思います。ただし、旧大曲市内なんかだと特 

に、曲がり角だとかですね、複数の家庭が関連しているところで困窮しているというケ 

ースが非常に多いので、色んなこの高齢者の中で、身体の動かないと、膝ももう悲鳴あ 

げてると、非常に苦しい状況、切々と伝わってきますので、ひとつ道路課さんも含めて、 

この除排雪のことをなんとか掘り下げてあつくやっていただけるようにお願いして、私 
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は賛成を投じますから、よろしくお願いします。 

○委員長（大山利吉） 石塚委員、ご答弁は。 

○委員（石塚柏） いいです。 

○委員長（大山利吉） ということで、お願いいたします。 

○地域包括支援センター所長（逸見博幸） はい、分かりました。 

○委員長（大山利吉） 小松委員。 

○委員（小松栄治） １月６日からのこれはこれだけども、お願いするのは１２月からで

もこれあれなもんだすべ、対象者、申込み。１２月で、正月前に降雪降った場合は、申

込み期間がこれいつからなもんだべがなと思ったりしておったんです。それと、それと

だすで、もう１つ途中で、今まで高齢者とか健康な人でも、足怪我したりなんだりして、

不便なったと。せば途中でせ、やっぱり申込みしでことあるわけすよな。そういうとき

対応したときはやってもらいでわけすよ。その辺りなんとだがなと思ってだったす。 

○委員長（大山利吉） はい、逸見所長。 

○地域包括支援センター所長（逸見博幸） この事業は除雪車が通過したあとの硬くなっ 

た塊を、高齢者、それから身体に障害がある方というのはなかなかよせることが困難だ 

ということで、除雪車が出動する時期からまず開始すると。申込みに関しては広報で周 

知して１１月１５日から早くて出動した場合に対応できますように、１１月５日までま 

ず申込み期限とさせていただいて、除雪車の初回出動に合わせて出動できる申込み体制 

をとっております。更に、シーズン途中で必要となった場合は、随時相談を受け付けま 

して、調査して該当する家庭かどうかの決定、調査して判断して決定して利用できるよ 

うな体制をとっております。 

○委員（小松栄治） せばいがったす。よろしくお願いします。 

○委員長（大山利吉） 他にございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） ないようですので、ここで質疑を終結いたします。次に、中野谷

児童家庭課長、お願いいたします。 

○児童家庭課長（中野谷綾子） 児童家庭課所管の補正についてご説明申し上げます。「補

正予算書」の１４頁をお開き願います。「事業説明書」はございません。３款２項１目１

７事業「家庭支援対策費」１，２３３千円は、家庭相談業務における訪問専用車等の購

入に係る予算の補正をお願いするものであります。児童相談所や、学校等の関係機関と
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の連携を図りながら実施している家庭相談業務については、現場訪問用の専用車を、ま

た、児童虐待等の相談業務において、現場の状況を記録し、証拠の正確性を確保するた

めデジタルカメラ等の記録用機器を配備するものでございます。なお県の「安心こども

基金」を活用した補助事業等の対象として採択を受けたことに伴いまして、事業費の全

額に充当するものでございます。財源内訳は、先程も申しましたとおり、子ども虐待防

止対策緊急費県補助金１，２３３千円であります。 

  続きまして、３款２項１目１９事業「子ども・子育て支援事業費」１，３５０千円は、

子ども・子育て支援事業計画策定に向けたニーズ調査実施における委託料の補正をお願

いするものであります。子ども・子育て支援制度が、平成２７年４月から施行になるこ

とに伴い、今般、子育て支援事業の需要量や、確保時期などを盛り込んだ「大仙市子ど

も・子育て支援事業計画」を策定するため基礎資料となるニーズ調査を実施するもので

あります。新制度は平成２７年４月からスタートいたしますが、計画は平成２６年９月

まで策定することとなっております。財源は、全て一般財源でございます。 

以上、児童家庭課所管の補正につきましてご説明申し上げましたが、よろしくご審議

の上ご承認賜りますよう、お願い申し上げます。 

○委員長（大山利吉） はい、ありがとうございました。説明が終了いたしました。これ

より質疑を行います。質疑のある方、お願いいたします。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） ないようですので、ここで質疑を終結いたします。次に、豊嶋健

康福祉部次長兼健康増進センター所長。 

○健康福祉部次長兼健康増進センター所長（豊嶋真紀子） 続きまして、健康増進センタ

ーにかかる補正予算について、ご説明申し上げます。資料№２「平成２５年度大仙市補

正予算書」の１５頁をお開き願います。なお、「事業説明書」はございませんので、ご

了承ください。４款１項２目１３事業「こんにちは赤ちゃん事業費」であります。補正

前の予算額１，２２６千円に１，４３４千円を増額補正し、補正後予算額を２，６６０

千円とするものでございます。「こんにちは赤ちゃん事業」の概要につきましては、生

後４カ月までの乳児のいるすべての家庭を保健師等が訪問し、養育環境を確認するうえ

で、子育てに関する問題の解決や的確な保健指導を行う事業でございます。補正の内容

については、的確な保健指導を効率的に行うため、訪問用ワゴン車１台１，１７３千円、

取り外し可能なカーナビ３台で６０千円、電動アシスト自転車１台７５千円、簡易身長
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計３台で１２６千円、合計で１，４３４千円を備品購入として補正をお願いするもので

ございます。なお、この補正額の財源は、県の「安心子ども基金」を活用した補助事業

費として、全額が充当されます。 

   以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申 

  し上げます。 

○委員長（大山利吉） はい、ありがとうございました。説明が終了いたしました。これ

より質疑を行います。質疑のある方、お願いいたします。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） 質疑がないようでございますので、ここで質疑を終結いたします。

ここで、暫時休憩をいたします。健康福祉部に関しましての説明・質疑が終了いたしま

したので、ここで健康福祉部の皆様方、ご退席をお願いいたします。大変ご苦労様でご

ざいました。なお、再開は１０時４０分といたします。 

（ 休 憩  午前１０時３０分 ） 

（ 再 開  午前１０時４０分 ） 

○委員長（大山利吉） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。次に、千田教育指導

課長、説明をお願いいたします。 

○教育指導課長（千田寿彦） 教育指導課所管分について、ご説明申し上げます。９月補

正予算に計上する事業費１件でございます。資料№２「大仙市補正予算」の２０頁をご

覧ください。「事業説明書」はございません。「はいさい・めんそーれ糸満・大仙子ども

交流事業沖縄県糸満市の児童生徒と大仙市の児童生徒の交流事業」、はいさいはこんにち

は、めんそーれはようこそということで、糸満との交流の事業でございます。補正額は、

１６３千円で、一般財源からの支出をお願いするものであります。糸満市は、平成２２

年度に、本県と沖縄県の交流人事で、本市教育委員会現在職員の石山廣子指導主事が、

糸満市立西崎小学校に派遣された縁がありまして、昨年度、糸満市教育委員会から、小・

中学生が本市の学校の授業を３日間受ける「学びの体験事業」の実施の要請がありまし

て、昨年度は花館小学校と仙北中学校で受け入れを実施いたしました。糸満市・大仙市

の子ども達双方にとって、それぞれ自他のよさ、課題を実感したり、学校生活等への意

欲につなげたりと、大きな成果が得られました。通常の授業実施が第一のねらいであり

ますので、特設の交流行事は授業に差し支えないようにと配慮しながら、せっかくの機

会を生かすということで、昨年も議会の皆さまから実施について理解をいただいて、昨
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年度は仙北地域の柵の湯の隣の餅の館で、餅つきの交流事業をさせていただきました。

本年度も要請がありまして、同様の人数で小学校２０名、中学生１６名、小・中の教員、

教育委員会職員１６人、合わせて５２名が１０月２２日～２４日までの３日間、本年度

は西仙北小・中学校が受け入れを承諾をして準備を進めてきております。宿泊はユメリ

アの方を予定しております。中学校は２日目に、小学校は最終日にきりたんぽ作りを中

心とした郷土料理作りの交流会を実施したいと計画しているところでありまして、その

経費と併せて記念品等の消耗品費をお願いしたいと考えているところでございます。県

外からの教育視察につきましては、お手元に資料を差し上げておりますのでご覧いただ

いているとおりでございます。本年度も現在まだ調整がどんどん日々あるような状況で

増えているという状況でございますが、この県外から学ぶものは私ども大変多く学べる

ものがあると考えておりまして、今回の糸満市との交流は子ども達が直接交流をして、

体験をとおしてたくさんのことを学べるというすばらしい機会と考えております。こう

した交流の成果と課題を今後に生かしてまいりたいと考えておりますので、よろしくご

審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（大山利吉） はい、ありがとうございました。説明が終了しました。これより

質疑を行います。質疑のある方、お願いいたします。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） ないようですので、課長、糸満市の人口って何人くらいなもんだ。 

○教育指導課長（千田寿彦） 糸満市の人口ですか。 

○委員長（大山利吉） わりわり、いい。なければ質疑を終結いたします。次に、鈴木学

校給食総合センター所長。 

○学校給食総合センター所長（鈴木喜一） 学校給食総合センター所管の補正予算につい

てご説明いたします。同じく資料№２の２０頁をご覧いただきたいと思います。「事業説

明書」はございません。１０款１項４目９０事業「学校給食事業特別会計繰出金」につ

いてでありますが、補正額３１，２５０千円追加いたしまして、補正後の予算を６１１，

８７７千円とするものでございます。繰出金の内訳でございますが、給食センター運営

及び管理に係る経費といたしまして、３０，２８２千円。西部学校給食センター整備に

係る本体工事費その他の経費９６８千円、併せて３１，２５０千円でございます。詳細

につきましては、議案第１１５号「平成２５年度大仙市学校給食事業特別会計補正予算

（第３号）」でご説明申し上げます。 



- 13 - 

以上、何卒、ご審議の上ご承認賜りますようお願いいたします。 

○委員長（大山利吉） 説明が終了いたしました。質疑のある方、お願いいたします。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） なければ、ここで質疑を終結いたします。次に、佐藤教育総務課

長。 

○教育総務課長（佐藤彰洋） それでは教育総務課所管分につきましてご説明申し上げま

す。同じく２０頁の下の段の方の小学校費の「東大曲小学校周辺環境整備事業費」でご

ざいます。これは、当初予算事業費に、地域の元気臨時交付金が充当されたために一般

財源との財源振替でございます。全体事業費１９，５１９千円に対しまして、交付金の

充当率９０％というふうなことで１７，５６７千円の交付金を充当し、同額を一般財源

から減額するものでございます。よって、補正額は０円でございます。 

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申

し上げます。 

○委員長（大山利吉） はい、ありがとうございました。なんか質疑ございましたらお願

いいたします。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） ないようですので、質疑を終結いたします。次に、山谷生涯学習

部次長兼生涯学習課長。 

○生涯学習部次長兼生涯学習課長（山谷喜元） 同じく生涯学習課所管の補正予算につい

てご説明申し上げます。資料№２「大仙市補正予算書」をご覧いただきたいと思います。

２０頁になります。「事業説明書」はございませんのでよろしくお願いいたします。１０

款５項３目１０事業「公民館管理費」について、２，５５６千円の補正をお願いするも

のであります。その内訳でありますが、１１節「需用費」は５１７千円で、西仙北中央

公民館の陶芸用電気窯の熱源であるヒーターを修繕するものであります。昭和５４年度

に設置されて以来、地域の陶芸愛好家のみなさんに利用されております。更には小・中

学校の授業の一環としても使用されているものであります。 

次に、１５節「工事請負費」は１，１０６千円で、西仙北中央公民館地下タンクを廃

止し、新たなオイルタンクを設置するものであります。これは、既設の地下貯蔵タンク

が設置から３０年以上経過しており、広域消防署から腐食の恐れが高いため、改修指導

を受けたために実施するものであります。既設のタンクは内部洗浄したうえで廃止し、
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地上にオイルタンクを設置し、配管は現在使用しているものを利用することとしており

ます。 

次に、１８節「備品購入費」は、９３３千円で、花館公民館にパッケージ型消火設備

を設置するものであります。これは、既設の屋内消火栓設備について、広域消防署から

加圧送水装置の欠陥の是正と、非常用電源を附設するよう指導を受けたことから、これ

に替わるものとしてパッケージ型消火栓を設置するものであります。現状の消火栓設備

を修繕する場合には多額の費用が掛かるため、「はぴねす大仙」でも設置している、パッ

ケージ型消火栓で対応するものであります。なお、広域消防署とも協議済みであります。 

以上、生涯学習課所管の補正予算についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議

の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（大山利吉） はい、ありがとうございました。質疑ございませんでしょうか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） 質疑がないようですので、ここで質疑を終結いたします。次に、

細川文化財保護課長。 

○文化財保護課長（細川良隆） 同じく文化財保護課の所管分についてご説明申し上げま

す。補正をお願いする内容につきましては、資料№２「大仙市補正予算」の２０頁、同

じく資料の№２－１の「主な事業の説明書」に記載されております。今回の補正予算は

２つの事業についてお願いしております。１つ目の事業につきましては、「事業説明書」

の方で行いたいと思いますので、「事業説明書」の２９頁をお開きください。１０款５

項６目「文化財保護費」の１６事業でございます。「旧池田氏庭園管理費」についてで

あります。補正は、旧池田氏庭園のガイダンス施設の運営に係る経費として１，９０８

千円の追加をお願いし、補正後の予算額を１２，２２５千円とするものであります。１

の事業の目的についてでありますが、旧池田氏庭園の整備事業は、文化財保護及び文化

的拠点施設の整備などを目的に、国庫補助事業を活用して進めておりますが、その中の

ひとつでありますガイダンス施設が本年９月末に完成いたします。これに伴いまして、

このガイダンス施設の運営に必要な経費等に支出する予算を補正していただき、安全か

つ円滑な運営を行うことを事業の目的とするものであります。２の事業の目標につきま

しては、当初予算と変更はなく記載のとおりとなっております。３の事業の概要であり

ますが、これも当初予算でご承認いただいきました、米蔵と庭園の復元工事及びガイダ

ンス施設の建設整備に合わせながら庭園を管理していくものでありまして、今回の補正
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はガイダンス施設の銘板、いわゆる看板の設置や光熱水費、警備及び清掃委託などに要

する費用、あわせて１，９０８千円の追加をお願いするものであります。４のこれまで

の成果と方向性につきましても、当初と同じであり、記載のとおりとなっておりますが、

ガイダンス施設の完成に伴いまして、さらに来園者の安心安全に心がけながら、公益に

尽くした池田家や大仙市の歴史に触れていただく場所として環境整備と活用に努めてま

いりたいと思います。以上が、１６事業の「旧池田氏庭園管理費」についてであります。 

次に２つ目の事業についてであります。こちらは資料の２「補正予算書」によって説

明させていただきます。予算書の２０頁をお開き願いたいと思います。文化財保護費の

１７事業として「旧池田氏庭園整備事業（元気臨時交付金分）」がございます。この事

業は庭園の修復工事及びガイダンス施設の整備事業にかかる費用として、当初予算に１

０９，１２０千円を措置していただいておるものであります。本事業は、対象事業費の

５０％を国の補助金を受けて実施する内容であり、当初予算では国庫補助金の残りの概

ね９割、金額にしますと４９，７００千円を県振興資金、いわゆる地方債で財源充当す

る計画であったものであります。補正の内容につきましては、本事業が建設公債の対象

事業でもあることから、今回、事業内容及び事業費をそのままにしまして、地方債部分

について国の緊急経済対策に伴う特別措置であります「元気臨時交付金」に振替をお願

いする内容となっております。今回の財源振替は、市債の抑制につながり、財政的にも

有利となることから、補正をお願いするものであります。  

以上、２つの事業についてご説明申し上げましたが、どうかよろしくご審議の上、ご

承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（大山利吉） はい、ありがとうございました。説明が終了いたしました。質疑

のある方、お願いいたします。小松委員。 

○委員（小松栄治） 秋の公開はいつから。 

○文化財保護課長（細川良隆） この秋の公開は１０月１８日、土曜日からです。前日の

１０月１７日が洋館の特別公開としまして、その部分だけ特別の公開が１日早く開催し

ますけども、一般公開は１８日となっております。 

○委員長（大山利吉） はい、小松委員。 

○委員（小松栄治） 何故聞いたってばすよ、デスティネーションあるもんだから、それ

でお聞きしたんですよ。１０月からな、始まるもんだから。特に力を入れてみてくださ

い。３カ月間ですけども、やはり１２月なると雪降ってくるからすよ。その前からね、
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なるべく早くその辺りを宣伝してやっていただければなとこのように思っております。

要望ですけども、よろしくお願いします。 

○文化財保護課長（細川良隆） はい、分かりました。 

○委員長（大山利吉） 他にございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） なければ、ここで質疑を終結いたします。次に、滝沢生涯学習部

次長兼スポーツ振興課長。 

○生涯学習部次長兼スポーツ振興課長（滝沢清寿） スポーツ振興課所管分についてご説

明申し上げます。同じく資料№２「補正予算書」２０頁をお願いします。６項「保健体

育費小・中学生ウインタースポーツ推進事業費」１２，６０６千円と「スキー場事業特

別会計繰出金」２，３１０千円の補正をお願いするものであります。この内９０事業に

つきましては議案第１１３号でご承認いただきましたものです。このあと議案第１１７

号でご説明申し上げます。「小・中学生ウインタースポーツ推進事業費」につきまして

は資料№２－１「事業説明書」３０頁をお願いします。「小・中学生ウインタースポー

ツ推進事業費」ですが、市内小中学生が積極的に市内のスキー場を利用していただくこ

とを目的に、平成１７年度から実施している事業であります。積算にあたりましては、

昨シーズンから児童生徒１日の利用につき、１人８００円とし、利用実績に応じてスキ

ー場側に支払しています。この８００円の根拠につきましては、現行の大曲・協和・太

田３スキー場の小学生１日券が１，６００円で、市内減免規定により半額の８００円と

なることから算出根拠に具体性を持たせたものであります。この８００円にこの２シー

ズンの本事業利用者をベースに、今シーズンの見込み１５，６０９人を乗じた額をシー

ズン券購入費とし、これに印刷費等をプラスした計１２，６０６千円の補正をお願いす

るものであります。  

 以上、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。  

○委員長（大山利吉） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。質疑のある

方、お願いいたします。杉沢委員。 

○委員（杉沢千恵子） 昨年度の利用実績、券利用実績はありますが、やっぱりここで今 

説明したように、人口、子ども達が減っているというところの中で、家族も入れた数字 

を増やしていきたいというこの努力が新しい努力義務としてあるのではないかなと思い 

ますので、色んな形で啓発しながら増やしていただきたいと思います。あわせて説得力 
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として、例えば平成２１年から右肩上がりなっているのか、それとも下がってきている 

のか、その利用件数ですね。昨年度のだけしか出てませんけれども、流れとしてはど 

うなんでしょうか。教えてください。 

○委員長（大山利吉） 滝沢次長。 

○生涯学習部次長兼スポーツ振興課長（滝沢清寿） 最初の家族を入れたスキー場利用に

つきましては、各小・中学校のスキー教室の際、保護者の方々にも人数に応じて無料券

を配布、１日だけですけど、スキー教室の日だけですけども、無料券を配布しておりま

すし、学校のスキー教室の前に家族でスキー場を訪れるという光景も見受けられており

ますので、引き続き指定管理者側と周知図って利用していただくように頑張ってまいり

たいと思います。２点目の利用者の状況でございますけれども、特に協和スキー場につ

きましては、リニューアルオープン後、かなりの利用者数の増が見込まれておりますし、

利用料等につきましても従前よりもかなり、数字的にも１２０％くらい伸びているのが

現状でございます。他のスキー場につきましても、若干昨年太田スキー場が入れ込み客

数下がっておりますけれども、大曲スキー場は増になってございます。議会に設置され

ております、公共施設調査特別委員会においてもそれなりに評価をいただいております

し、県内スキー場かなり厳しい状況が運営が続いておるわけでございますけれども、比

較的３スキー場につきましては充分の数値をクリアしてるというふうなところで評価さ

れております。 

○委員長（大山利吉） 杉沢副委員長。 

○委員（杉沢千恵子） 地域柄からして大事なスポーツだと思いますので、是非今後とも

利用稼働率っていうんですか、こういうのを上げていただくように頑張ってもらえれば

と思います。ありがとうございました。 

○委員長（大山利吉） 小松委員。 

○委員（小松栄治） 今評価されているということでお聞きしましたけども、滝沢さん。

大台スキー場は評価されてねすで。かなりの人数不足で赤字だすもの。我々、石塚さん

も聞いてるんだけどもすよ。あの中でやはり人数の見込額、２５年度の７，６１９人で

すかな、これ見込まれるもんだげ。その辺り根拠なければ、見込まれる根拠なければま

たまた赤字の経営なる可能性が大いにあるすおなす。この辺りはきちっと指定管理者、

久米副市長さんから社長だからすよ、きちっと聞きながらこれ運営していかなければ、

またぞろ今のお答えと結果とは違ってくる恐れが十分見込まれるもんだから、それで心



- 18 - 

配してるなだす。評価だば、大変不調法だども、協和とかと運営の方法が違ってるすも

の。だからその辺りをきちっと久米さんと、副市長とあわせて向こうの方の社長と話し

ながらやらなければ、またぞろ大幅場赤字が見込まれると、これが予想されるので、そ

の辺りをひとつ注意して運営していただくようお願い申し上げたいと思います。 

○委員長（大山利吉） 滝沢次長。 

○生涯学習部次長兼スポーツ振興課長（滝沢清寿） 大台スキー場につきましては、今シ

ーズンからスポーツ振興課所管ということになります。先般、指定管理者側とも協議し

まして、市内の小・中学生の利用はもちろんですけれども、県南地域、特に横手市方面、

美郷町の方へも周知について宣伝に回りたいということで申し合わせしておりますので、

この後営業努力に努めてまいりたいと思います。 

○委員長（大山利吉） 小松委員。 

○委員（小松栄治） 営業努力だども、現場の人が営業努力しなければならないというこ

とだす。職員だけでは限界があるすおな、他の職員の仕事もあるもんだから。その辺り

を、どうかひとつ工夫しながら人数の見込み、人数を増やすような工夫をしていただき

たいということだす。あわせて、どうかなと思ってるんだけども、あの通り大台で使っ

てる人たちの雇用を妨げるわけじゃないですけども、やっぱり経営のもう尐しの見直し

等も考えてやらなければだめじゃないかなと、このように思っております。その辺りを

ご指導していただくようお願い申し上げて、終わりたいと思います。 

○委員長（大山利吉） どうぞご期待に添えるよう、ご奮闘していただきますようお願い

いたします。  

○委員長（大山利吉） 他にございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） なければ、質疑を終結いたします。これより討論を行います。討

論はありませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） 討論なしと認めます。これより採決いたします。本件は、原案の

とおり可決することにご異議ございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） ご異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 
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次に、議案第１１５号「平成２５年度大仙市学校給食事業特別会計補正予算（第３号）」

を議題といたします。当局の説明を求めます。鈴木学校給食総合センター所長。 

○学校給食総合センター所長（鈴木喜一） 議案第１１５号「平成２５年度大仙市学校給

食事業特別会計補正予算（第３号）」についてご説明いたします。資料№２－１の「事業

説明書」の２７頁をお開きいただきたいと思います。事業名が「管理及び運営費」説明

事項は、給食センターの管理及び運営についてであります。補正額３０，５１２千円で

す。１事業の目的でございますが、秋田県版ハサップ、危害分析重要管理点の認証に向

けまして従来の衛生管理を見直し、より高度な衛生管理体制を構築しまして、今まで以

上に安全・安心でおいしい学校給食を提供いたします。また、来年度から太田認定こど

も園への給食提供に向けまして、市の施設で責任を持って対応するため市で嘱託栄養士

を採用すると共に調理設備を整備いたします。３事業の概要でございますが、最初に秋

田県版ハサップ認証のための経費といたしまして１，８７１千円です。内訳といたしま

しては、作業部会委員の報償費、視察研修旅費、衛生管理見直しによる消耗品費等、ま

た、認証を受けるための手数料等を含めまして１，８７１千円でございます。次に、仙

北・太田の認定こども園の給食に関る経費でございますが、来年度から太田地域の認定

こども園への給食が始まります。食数が増え、土曜日の給食対応、アレルギー園児の対

応、食育指導など非常に責任ある業務が増えます。また、事前の準備も含めまして、給

食センターから給食を提供することから、市の責任において対応するため、市の嘱託員

栄養士として採用したいと考えております。また、仙北認定こども園せんぼくちびっこ

らんどにおきましては、今年度から仙北学校給食センターから給食提供しております。

社会福祉法人大空大仙から栄養士を派遣していただいて、献立作成、アレルギー対応な

どを今行っておるところでございますが、これにつきましては今年度いっぱいといたし

まして、来年度から、太田と同じように市の嘱託員栄養士を採用したいと考えておりま

す。 賃金・共済等を含めた人件費が１，７３６千円でございます。また、太田におきま

しては、調理器具・施設設備の購入、或いは耐用年数が過ぎております蒸気ボイラー、

圧力容器の更新工事も含めまして計画を予定しております。予算が１４，９９２千円と

なっております。次に、アレルギー対応整備に関する経費でございますが、市では、保

護者、学校、医療機関と連携し、可能な限りアレルギー食の対応をしております。しか

しながら、総合センターを除いては、アレルギー食対応の専用室がないため、調理場内

の空きスペースを利用して対応している状況であります。今年から認定こども園の給食
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を対応しております仙北給食センターは、アレルギー園児が増え、もともとセンター調

理場内が狭いうえに、アレルギー食対応に苦慮している現状でございます。全国的にア

レルギー食の事故が起きておりまして、より安全・安心なアレルギー食を対応するため

に、仙北給食センターにおきましては、アレルギーを対応するための調理場内の一部の

改修工事、及び専用厨房備品の購入といたしまして７，５２０千円、また中仙給食セン

ターにおきましては、現在の調理場内の一画を区切りまして、アレルギー専用厨房備品

購入費する経費といたしまして１，１０７千円を計上してございます。また、太田の給

食センターにおきましては、現在アレルギー食対応は、現在の調理場内のサラダ室で対

応しておりまして、引き続き、認定こども園の園児のアレルギー対応も可能であります。

また、西部地域の各給食センターのアレルギー対応につきましては、アレルギー児童・

生徒が３～４名程度で現在調理場内の空きスペースに調理台を置いて対応しております。

アレルゲンの多い児童・生徒はいないと言うことで現在のままで対応可能です。なお、

西部学校給食センター建設においては、アレルギー食対応の専用室を計画しております。

その他の修繕料については、記載のとおりで、２，８９８千円です。また食器等の破損

による消耗品といたしまして３８８千円を計上してございます。また４のこれまでの成

果と今後の方向性でございますが、先の食中毒事案を踏まえまして、県保健体育課、大

仙保健所指導のもとに徹底した衛生管理の強化を行ってきました。今後はより一層の安

全・安心な学校給食の提供のために秋田県版ハサップ認証を目指していきます。来年度、

太田地域の認定こども園への給食提供が始まります。園児のアレルギー食対応が増える

中で、関係機関と連携し、安全・安心なおいしい給食を提供し、地域に根ざした給食セ

ンターとして活動してまいります。５の補正額の財源内訳でございますが、すべて一般

財源でございます。   

 次に２８頁の「事業説明書」をご覧いただきたいと思います。大変恐縮でございます

が、説明する前に一部訂正をお願いいたします。２の事業目標の平成２６年度の太陽光

発電設備工事でございますが、３２，１７８千円でございますが、３２，１２８千円に

訂正願います。大変申し訳ございません。事業名「西部学校給食センター整備事業費」

説明項目、西部学校給食センター整備事業に係る経費でございます。補正額２０，１３

２千円でございます。事業の目標でございますが、平成２５年度においては実施設計・

建築確認申請手数料・構造計算適合性判定手数料につきましては、４月の臨時議会で予

算措置をしていただいております。平成２５年度（９月補正）建築工事１９，８５４千



- 21 - 

円、設計監理７７千円、工事監理２０１千円、合計２０，１３２千円が今回の補正額で

ございます。これは、あとでご説明申し上げますが継続費の平成２５年度分でございま

す。それから平成２６年度でございますが、建設工事費６４１，００７千円です。内訳

といたしましては建築工事３１３，１７５千円、電気設備工事１２８，６６２千円、機

械設備工事１９９，１７０千円、設計監理３，５３５千円、工事監理費９，２４７千円、

合わせて６５３，７８９千円は継続費の２６年度分でございます。また、他に２６年度

分といたしまして、厨房機器の工事費２４１，３０２千円、太陽光発電設備工事３２，

１２８千円、備品等８５，０６２千円、各種申請手数料・完了検査手数料１３４千円と

いうふうな計画でございます。そして平成２７年度の４月の供用開始というふうなこと

で目指しております。３の事業概要でございますが、最初に概要の下の表の、継続費の

設定表をご覧いただきたいと思います。継続費とは、市町村が行う事務事業のうち、２

カ年以上にわたって執行しなければ、その目的が達成されない建設事業などについて、

予め予算として、その事務事業の執行に要する期間、事業費の総額及び当該期間におけ

る各年度ごとの支出予定額を定めておきまして、これに従って当該期間と定められる数

カ年度にわたって支出する経費でございます。継続費は、執行機関に対しまして、当該

継続期間内における各年度の年割額の支出権を予め認めるというものであります。今回

西部学校給食センターの建設の予定工期は、平成２５年１２月から平成２６年１２月と

最低でも１年の工期が必要と考え、確実に進めるために継続費予算を組むことといたし

ました。表の継続費の設定でございますが、総事業費６７３，９２１千円、平成２５年

度分が２０，１３２千円、平成２６年度分が６５３，７８９千円です。これは、事業概

要の建設工事、設計監理費、工事管理費の区分のそれぞれの年度を合計した額でござい

ます。建設工事につきましては、建築工事、電気設備工事、機械設備工事の３工種でご

ざいます。年割率ですが、平成２５年度は、２．９９％と非常に額的には尐ないわけで

すが、これは主に地盤改良工事でございます。平成２６年度が本格的な主体的な工事と

なります。それから４のこれまでの成果と今後の方向性でございますが、５月から実施

設計業務が始まっておりまして、設計業者、現場のセンター職員など関係機関と協議を

重ねてまいりました。特に、衛生面については、随時保健所の指導いただきながら設計

に反映させております。機能的なセンター建設にむけ今後さらに詳細な協議を行いまし

て、実施工程表に従いまして、平成２７年４月の供用開始を目指したいと思っておりま

す。それから５の補正額の財源内訳でございますが、補正額２０，１３２千円に対しま
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して、国県支出金１，０６４千円、これは文部科学省の補助金でございまして、学校施

設環境改善交付金でございます。市債「合併特例債」といたしまして、学校給食センタ

ー整備事業債１８，１００千円、その残り一般財源が９６８千円という財源内訳でござ

います。 

以上、補正予算についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（大山利吉） 暫時休憩します。 

（ 休 憩  午前１１時１５分 ） 

（ 再 開  午前１１時１６分 ） 

○委員長（大山利吉） 休憩前に引き続き、会議を再開します。説明まだ終了しておりま

せんけれども、次の説明に入る前に、今まで説明をいただきました部分についての質疑

がございましたならば、お願いしたいと思います。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） なければ、次の説明をお願いいたします。 

○学校給食総合センター所長（鈴木喜一） お手元のＡ３版の資料の大仙市西部学校給食

センター建設計画についてご説明いたします。基本設計の段階で概要につきましては、

４月１５日の教育福祉常任委員会の所管事務調査、また、４月２５日の教育福祉常任委

員会等で説明したところでございますが、今年度に入りまして実施設計作業を進める中

で、変更になった点等を主に説明してまいりたいと思います。１頁目でございますが、

これは配置図でございまして、全体の計画建物の面積が当初基本設計の段階の面積より

も２００㎡程増えてます。のべ１，６９６．３６㎡となっております。また、位置的に

変わった点でございますが、受水槽、キューピクルは道路沿いと言いますか道路の下の

方に配置してございますが、当初は西仙北中学校と今の計画の建物の間に当初は計画し

てございましたが、今回受水槽、キューピクルにつきましては道路の下の方に変えてお

ります。それから、生ゴミ処理機ということで、今回大変小さくてすみませんが調理員

の入り口の左下の方に、３つの箱型がありますがこの右側が生ゴミ処理機のコンポスト

というものでございまして、これ当初学校よりに配置してございましたが、これも建物

というか調理員のボイラー室は燃料タンクの部屋でございますが、こちらの中に設置す

るというふうなことで計画、若干変更してございます。それから次の頁の１階の平面図

でございますが、基本的に基本設計とほぼ変わっておりませんが、右側の上の資材受け
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入れ、トラックヤードという記載しているところがございますが、これにつきましては

雪或いは雨が降ってきた場合、屋根がないと非常に食材が入ってくるときに非常にうま

くないというふうなことで、ここにひさしをかけるというふうなことで面積がここの部

分でも増えてきております。それから下の方の配送車の車庫ということでこれも若干車

両の大きさに合わせた形で車庫の奥行きが増えております。あと汚染作業区域、非汚染

というふうなことでこの考え方は従来と同じ、基本設計と同じような考え方でございま

す。ピンクのところは一般エリア、所謂一般の来客者或いは我々市の職員、それから管

理エリアは職員の専用の出入り口というようなことで、一般と調理従業者のエリアを区

分けしてございます。それから次の頁３頁目の２階の平面図でございますが、ここで変

わった点は、左上の屋外機スペースというふうなところでございますが、２階にエアコ

ンの屋外機を配置するこというようなことで、これも当初１階の北側の方に置くという

ことでしたが、これを２階に設置するというようなことで大きく変わっております。そ

れから４頁目はそれぞれの後方から見た場合の立面図でございます。それから５頁目は

概算工事費の比較表ということで、基本設計の段階と実施設計の段階の所謂経費の算定

方式が変わりました。と言いますのは、これまで大仙市は県の算定基準に基づいて算定

しておりましたが、県の方で今年から国の所謂国交省の算定方式に改めたというような

ことで、大仙市もそれに準じた形で県に準じた形で諸経費の算定方式を採用したため、

実施設計の段階で若干経費が上がってきました。合計額のところで５０，２１１千円ほ

ど額的に上がっております。これが経費の算定方式が変わったというようなことで、い

たしかたのないことでございます。それから最後の６頁目でございますが、建設事業関

係の契約一覧ということで、先程事業説明書でも説明申し上げましたが、この赤書きの

部分が今回の補正額、所謂継続費というようなことでございまして、２５年度が先程申

しました２０，１３２千円、２６年度が６５３，７８９千円です。総事業費が１，０５

９，４４０千円、当初の基本設計段階よりも約４１，０００千円程増えております。 

簡単ですが以上です。 

○委員長（大山利吉） はい、ありがとうございました。説明が終了いたしました。これ

より質疑を行います。質疑のある方、お願いいたします。小松委員。 

○委員（小松栄治） 簡単だことだどもすよ。相対的にこれでよしじゃないかなと思って 

おります。ただ心配されるのはありますけども、もう１回この南北、これもう１回調べ 

てみてください。これ１つ。東西南北の位置の記号の表示な。後ででもいいです。それ 
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とあと、太陽光発電のこれ工事一式、これ工事だけだと思いますけれども、備品関係の 

中で、例えば蓄電機とかすよ、そういったものについては用意されておる物なのか、あ 

わせて電気の出力、なんぼくれの出力なもんなのか、あわせてその発電する電気を給食 

センター内で使うのか、または学校にも使われるもんなのか、東北電力さ売るものなの 

か、緊急時の場合、その辺りも合わせてお聞きしたいと、その辺りまず１つ。それから 

次あるす。 

○委員長（大山利吉） 鈴木所長。 

○学校給食総合センター所長（鈴木喜一） 太陽光発電の蓄電池につきましてですが、現 

在は予定はしておりません。と言いますのは、この太陽光発電につきましては、給食セ

ンターの中で使用したいというふうに考えております。給食センターにつきましては、

非常用の発電機も考えておりまして、太陽光発電につきまして、蓄電池まで必要ないと

いうようなことで蓄電池までは考えておりません。それからこの仕様につきましては１

５キロワットというふうなことで計画しておりまして、まず給食センター内部では事務

室内の明かりとかパソコンの色んな電源、事務室内でしか、１５キロワット程度であれ

ば事務室でしか使えないというふうに考えております。以上でよろしいでしょうか。 

○委員長（大山利吉） 小松委員。 

○委員（小松栄治） 大変尐ない出力だすおな。やはり災害時等々も合わせての今回の予

算が計上されたと思います、このために。あちこちの学校施設とかなし、発電機を、太

陽光発電を。だから蓄電機はなんぼ尐なくても買っておいて用意した方がいいんじゃな

いかなと思っておりますので、まだまだ建設されているわけじゃないので外にでも設置

可能だすおな、太陽光発電の側さすな。その辺りを業者の設計屋さんと相談しながら、

お願いできればなと思っております。それ１つお願いと、あともう１つは業者はいいん

ですけども、最後の６頁の厨房の０円の工事費、これ我々もだいたい分かってますけど

も、もう１回その辺りを説明していただきたいと、それです。以上２つ。 

○委員長（大山利吉） 所長。 

○学校給食総合センター所長（鈴木喜一） ただ今小松委員からお話のあった太陽光につ

きましては、いずれ今後設計屋とも色々相談しながら対応してまいります。それから６

頁の厨房機器、０円ということでございますが、継続費を組む考え方といたしましては、

いずれ２５年度、２６年度の２カ年事業でやる場合、２５年度で出来高としていくらか

の金額、設計があるかどうかということが一番の論点なるんですが、今回の西部建設に
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つきましては、厨房機器の場合、２５年度での出来高が出てこないというようなことで

ありまして、まずこの６頁にありますとおり厨房機器におきましては、２６年度の当初

予算で予算要求をして予算をつけていただきたいということで、十分本体工事と合わせ

る形での工事着工が可能だというふうなことでございまして、２５年度は０というよう

なことでございます。 

○委員長（大山利吉） 小松委員、よろしいですか。 

○委員（小松栄治） はい。 

○委員長（大山利吉） 他にございませんか。石塚委員。 

○委員（石塚柏） 概算工事費の比較表ということで、今まではこういったもの出さない

で承認願いますということが多いわけですけど、所長さんがこういうふうに比較表わざ

わざ作っていただいて、大変ありがとうございます。ですがまあ、大変申し訳ないんで

すけど、この中身を見ますと、現場経費、これが非常にどの工事につきましても、かな

り大幅に増額なってると。厨房に関しては最初からまず見ていないというような問題も

あります。機械設備の方は６割以上ということで、この辺のなかなか事務関係やってい

て、工事の積算体系をきちんと理解しているというのはなかなか大変かもしれませんけ

れども、基本設計段階から実施設計なれば多尐増えたってしょうがないじゃないかとお

思いにならずに、やっぱり積算体系で必要なものは全部組み込んだ中で、そんなに大き

い予算が変更になるというようにならないように、このあと努力をしていただきたいな

ということであります。何か現場経費、特に増えたことについて説明があれば承りたい

と思いますけども、私の質問は以上でございます。 

○委員長（大山利吉） 鈴木所長。 

○学校給食総合センター所長（鈴木喜一） 大変私も事務屋といたしまして、ちょっと不

勉強で大変恐縮でございますが、今日建築住宅課の朝田参事さんも見えてますので、朝

田参事さんの方からご説明いただければと思いますがよろしいでしょうか。 

○委員（石塚柏） 結構です、なお結構です。 

○委員長（大山利吉） それでは、朝田参事、お願いします。 

○建設住宅課参事（朝田司） 私の方から今の石塚委員に対するご質問についてお答えを

いたします。最初に経費の増についてでありますけども、近年工事費に比べまして、工

期の長い現場等で入札不調というものが全国的に多くなっておりまして、先程鈴木所長

の方から話ありましたけれども、大仙市では経費率については秋田県の率をすべて準用
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してまいりました。今回５月に国交省の方から、入札不調というようなことで改定がご

ざいまして、県の方も国交省のその率に準じました。そういうことから大仙市も今まで

の例によりまして、県の方にならったということでございまして、その中身については、

共通仮設費及び現場管理費という算定があるんですが、その中に「工期の長い工事につ

いて考慮するように」ということで、０．２３８９％の上乗せを指示されております。

これ相対的に計算しますと、従前共通仮設費については、４．８３％でありましたが、

今回の改定によりまして７．５６％の率の上昇ということで、入札不落等に対応できる

率を計上したいということで５０，０００千円程のアップをお願いしたものであります。

また更にもう１つの現場経費というものもありまして、こちらも今に現場の市場動向を

みた改定でありますので、そのことで率的に上がったものでございます。改定基準によ

る効果でありますけれども、発注者側の考えが落札された業者に伝わるというような効

果がありまして、改修工事等の円滑な請負ができるということでございますので、ご理

解いただきたいと思っております。以上です。 

○委員長（大山利吉） はい、ありがとうございました。石塚委員。 

○委員（石塚柏） 結構です。 

○委員長（大山利吉） 他にございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） なければここで質疑を終結いたします。これより討論を行います。

討論はありませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ）  

○委員長（大山利吉） 討論なしと認めます。これより採決いたします。本件は、原案の

とおり可決することにご異議ございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） ご異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しま 

した。 

次に、議案第１１７号「平成２５年度大仙市スキー場事業特別会計補正予算（第１号）」

を議題といたします。当局の説明を求めます。滝沢生涯学習部次長兼スポーツ振興課長。 

○生涯学習部次長兼スポーツ振興課長（滝沢清寿） 資料№２「補正予算書」お願いいた

します。「補正予算書」４７頁になります。議案第１１７号「平成２５年度大仙市スキ

ー場事業特別会計補正予算（第１号）」は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，
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３１０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７２，０２７千円とする

ものであります。資料№２－１「事業説明書」をお願いいたします。「事業説明書」の

３１頁をお開き願います。これは、平成２年に建設され、今年度２４シーズン目となる

大曲ファミリースキー場のリフト支柱３基に取り付けられておりますワイヤーロープと

搬器を移動させる「ブッシュ」と呼ばれる索受け部品及び索受け軸の摩耗に起因して索

受け全体が斜めに傾いていることから、ワイヤーロープと搬器のセンタリング調整が困

難となっているとの報告を点検者から受け、更にこの部品の整備基準の目安が稼働１５

年から２０年であることから、利用者の安全・安心を最優先するため、今般、整備する

ものであります。 

  以上、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（大山利吉） 説明が終了いたしました。これより質疑を行います。質疑のある方、

お願いいたします。佐藤委員。 

○委員（佐藤孝次） このファミリースキー場の索柱、全部で１２本あるんでねっけげ。 

○委員長（大山利吉） 滝沢次長。 

○生涯学習部次長兼スポーツ振興課長（滝沢清寿） １１機でございます。 

○委員長（大山利吉） 佐藤委員。 

○委員（佐藤孝次） １１本だか。その１１本あると、その内の１号、３号、８号の支柱

が傷んでると。いずれ考えられるのは、標高差というか、山、谷の部分で高いとこと低

いとこの急激なこのワイヤーの動きある時に、そこの受けが傷む、負荷となって傷むと

いうのはおおよそ考えられる話だかなと思っていだども、そこの辺りなんとだもんだ。 

○委員長（大山利吉） 滝沢次長。 

○生涯学習部次長兼スポーツ振興課長（滝沢清寿） 索受け装置のことについてご説明申

し上げます。索受け装置につきましては、車輪の下をまわすものと、車輪の上をまわす

ものがございます。今回指摘されている１号、３号、８号機につきましては車輪の下を

とおるものでございます。上をとおるものと下をとおるもの、圧搾装置と受索装置とい

うふうに分けられますけれども、下をとおる圧搾装置の方が早めに衝撃が非常に強いと

いうことで、早めに摩耗するということでございます。従いまして、１１機の内、１、

３、８号機が圧搾装置ということで今回早めに修繕工事を行うものでございます。従い

ましてこのあと順次ほかの受索装置についても年次計画等で整備していくということ

になって、安全を確保してまいりたいとこのようにこう考えております。 
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○委員長（大山利吉） はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤孝次） 分かりました。いずれその受索、圧搾の部分でどっちが負荷が多く

かかってて摩耗してると、いずれ２３年たってるのであればその以外のやつもそれなり

の傷みはしてるだろうから、それについても今課長言ったとおり順次計画していくとい

うことなので、できるだけ早く対応してほしいと要望だけさせてください。 

○委員長（大山利吉） はい、なんかありますか。 

○生涯学習部次長兼スポーツ振興課長（滝沢清寿） 整備点検業者からは、先程ご説明申

し上げましたとおり、期間１５年から２０年を目安にということになってございますけ

れども、大曲ファミリースキー場につきましては、シーズンが比較的短いといいますか

２月いっぱいで終了することから、他のスキー場の２０年の稼働とは若干幅がありまし

て、点検業者からは平成１７年度、シーズン２８年目に索受け装置の受索装置の方も整

備が必要だというふうに提言をいただいております。 

○委員（佐藤孝次） 平成２７年度。 

○生涯学習部次長兼スポーツ振興課長（滝沢清寿） ２，０１７年です。 

○委員（佐藤孝次） 今１３年、５年後ということだか。 

○生涯学習部次長兼スポーツ振興課長（滝沢清寿） ４年後になります。 

○委員（佐藤孝次） はい、分かりました。 

○委員長（大山利吉） 他にございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） なければ質疑を終結いたします。これより討論を行います。討論 

はございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ）  

○委員長（大山利吉） 討論なしと認めます。これより採決いたします。本件は、原案の

とおり可決することにご異議ございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） ご異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

以上で、教育委員会の審査は全て終了いたしました。皆さま大変お疲れさまでござい

ました。なお、委員の皆さま方に申し上げますが、このあと市立病院もありますけども、
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ちょうど昼食の時間も近づいておりますので、ここで昼食のため暫時休憩いたします。

再開は午後１時といたします。ご苦労さまでございました。 

（ 休 憩  午前１１時４０分 ） 

（ 再 開  午後 １時００分 ） 

○委員長（大山利吉） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

議案第１１８号「平成２４年度市立大曲病院事業会計決算の認定について」を議題と

いたします。決算の審査に当たっては、予算が適正かつ効率的に執行されているかどう

か、事務事業の執行が法令及び条例等に基づき適正に処理されているかどうか等につき、

監査委員の審査意見書等を参考に審査したいと思います。それでは当局の説明を求めま

す。伊藤事務長。 

○市立大曲病院事務長（伊藤和保） それでは私の方から議案第１１８号「平成２４年度

市立大曲病院事業会計決算について」について、ご説明申し上げます。説明につきまし

ては、資料№３の「市立大曲病院事業会計決算書」によりまして説明させていただきま

す。なお、本会議での説明と重複するところもありますがご容赦をお願いしたいと思い

ます。はじめに、決算書の１１頁に記載があります、病院の利用状況についてご説明申

し上げます。１１頁の方をお開き願います。こちらの頁中段にあります３，業務（１）

業務量の表の右側の合計欄になりますが、入院につきましては、年間延べ患者数が前年

度比較で５００人尐ない４０，９７６人で、１日平均入院患者数は１１２．３人、病床

利用率につきましては９３．６％であります。また、入退院の状況につきましては、入

院患者数が１６９人、退院患者数が１６６人ということで、前年度に比較しますと、そ

れぞれで６人、１４人と減尐しております。入退院患者の出入りが尐なかったことから、

平均在院日数も前年度比較で１０．９日長くなっております。外来につきましては、年

間延べ患者数が前年度比較で２５８人尐ない１４，５６５人で、１日平均患者数は５９．

４人ということであります。また、患者数の内訳でございますが、初診が４５１人、再

診が１４，１１４人となっております。前年度比較で初診の方では９人の増、再診の方

が２６７人の減となっております。なお、再診の患者数の内に、精神科訪問看護指導に

かかる患者数は、３７６人と前年度比較で１１６人４４．６％の増となってございます。 

 次に決算についてご説明を申し上げたいと思います。決算書の２～３頁の病院の方の

決算報告書をご覧いただきたいと思います。また、この決算額の明細が１４頁以降にあ

りますので、併せてご覧いただきたいと思います。まず、こちら（１）の収益的収入及
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び支出についてでございますが、収入の第１款「病院事業収益」の決算額は９７６，５

８６，４６４円でございます。また、支出の第１款「病院事業費用」の決算額は９６８，

４２２，９８７円ということでございまして、収入支出差し引きで８，１６３，４７７

円の黒字となってございます。これによりまして平成２３年度からの繰越欠損金８，１

６３，４７７円は、この黒字分で清算されますので、平成１７年度から毎年行ってきま

した欠損金の減額処理は、本年度をもって終了となります。収入の第１項の医業収益の

決算額は７４９，６０７，５１７円で、予算に比較いたしまして１９，６８７，４８３

円、率で２．６％の減でございますが、前年度決算に比較しますと３，９７７，５８８

円の増となってございます。１４頁の方に収益の明細がありますので、ご覧いただきた

いと思いますが、主な内訳であります入院収益は５４４，４０８，６８９円で、前年度

比較では、延べ患者数は減尐したものの、入院患者１人１日当たり診療収入が１７７円

とアップいたしまして１３，２８６円ということになりましたことにより、７１５，９

６７円０．１％の増となってございます。また、外来収益につきましては２０１，７０

６，０２３円ということで、前年度比較では入院と同様に患者数は減ったものの、外来

の患者１人１日当たり診療収入が４９６円アップの１３，８４９円となっており、３，

７７１，１５１円１．９％の増となってございます。第２項の医業外収益の決算額の方

ですが、こちらは２２６，９７８，９４７円で、予算に比較して８，０９０，０５３円

率で３．４％尐なくなっております。また、前年度決算との比較では１，５２２，０２

６円０．７％の増ということでございます。この医業外収益の大部分を占めております

負担金交付金であります一般会計からの繰入金は、今回の黒字分も含めまして２２５，

８１０，５１９円で、予算に比較いたしまして８，１１２，４８１円３．５％尐ない額

となってございます。また、前年度との比較では１，６９０，５２０円の増ということ

でございます。なお、病院事業会計の方では、出納閉鎖期間がございませんので、この

一般会計繰入金につきましては、一端全額を病院事業の方に繰入いただき、決算数値が

確定次第、清算をいたしまして、戻し入れをするという形をとっておりまして、予算と

決算との差額８，１１２，４８１円につきましては、この５月末に一般会計へ戻し入れ

を行っております。 

次に、下の方の表になりますが、支出の第１項、医業費用の決算額は、９２３，２２

６，２４６円で、予算との比較では３４，１０１，７５４円３．６％尐ない支出となっ

ております。また、前年度決算との比較では７，８７６，５７９円０．９％の増となっ
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てございます。１５頁の方に費用明細がありますので、併せてご覧いただければと思い

ますが主な内訳を申し上げますと、給与費は５２０，４３０，４２７円で、前年度比較

で４，１０１，１９０円０．８％の増となっております。なお、給与費と医業収益の割

合を示します人件費比率は６９．４％で前年度比較で０．２ポイントの増となってござ

います。材料費は１６３，７９１，９８６円ということでございまして、前年度比較で

５，１６８，１８６円の増となってございます。この材料費のほとんどが処方薬品の払

い出し分であります薬品費で１５３，７９４，９０９円でございます。収益に占めるク

スリの割合が大きい外来での患者数は、前年度比較で２５８人の減となっておりますけ

れども、新薬の採用や処方量の増加等によりまして、その払い出し額が前年度決算比較

で４，１５０，９７１円２．８％の増となっております。また、経費は１６１，５６９，

９７１円で、光熱水費や修繕費の増加により前年度決算比較で３，４１０，２４６円２．

２％増の支出ということでございました。減価償却費につきましては７５，５６２，９

８８円で、前年度比較で４，９４９，８０６円の減となっております。こちらは平成２

３年度で病院を建ててから１５年が経過いたしまして、空調設備や電気設備のなかで償

却終了の設備が出てきたことにより償却額費が尐なくなったものでございます。これら

の設備の今後の使用に際しては、これまで以上に日常点検などをしっかり行い、より長

く使用できるよう管理する必要があるものと考えてございます。第２項の「医業外費用」

の決算額は４５，１９６，７４１円ということで、予算との比較では３３９，２５９円

の減ということでございます。また、前年度比較では２，５４０，４４２円の減でござ

います。この医業外費用の大部分は、支払利息及び企業債取扱諸費ということで、企業

債３件分の支払い利息４５，０８７，４５７円となっております。前年度との比較では

２，５１６，２５７円５．３％の減となってございます。 

  次に４～５頁の資本的収入及び支出についてご説明申し上げます。収入の決算額につ

きましては、該当する収入が無く０ということでございます。支出の第１款「資本的支

出」の決算額につきましては９２，３８４，１６３円で、予算との比較では３，７７４，

８３７円の減となってございます。こちらも１８頁の方に明細がありますので、ご覧い

ただければと思いますが、第１項「建設改良費」は９，９１８，０９０円で、このうち、

工事請負費３，４２３，０００円と設計業務委託費３０２，４００円は、厨房水道管の

布設替えの工事にかかる支出でございます。また、器械備品購入費６，１９２，６９０

円は、厨房機器のガススチームオーブン、立体炊飯器、冷蔵庫の各１台の更新や与薬カ
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ート３台等の新規の機器の購入分でございます。第２項の「企業債償還金」につきまし

ては、企業債３件分の償還元金で８２，４６６，０７３円でございます。平成２４年度

末の未償還残高は１，３８４，７４８，５２１円で、償還終了の予定はそれぞれ平成３

７年、３８年、３９年の３月となっております。なお、こちらの資本的収入及び支出に

つきましては、表の欄外の方に記載がありますとおり、収入額が支出額に不足する額に

つきましては、過年度分の損益勘定留保資金で補てんいたしております。  

次、６頁の損益計算書の方でございますが、こちらの方大まかにご説明させていただ  

きたいと思います。６頁損益計算書の方の真ん中辺になりますが、医業損失が１７３，

６１８，７２９円ということでございます。医業外収益と医業外費用を差し引きいたし

ました雑損失と書かれているところの一番右側なりますが、こちらが１８１，７８２，

２０６円ということで、上の１７０，０００，０００円云々と１８０，０００，０００

円云々を差し引きいたしました経常利益の部分ですが、こちらが８，１６３，４７７円

でございます。これが今年度純利益ということでございます。下の方になりまして、前

年度からの繰越欠損金と精算されまして、当年度未処理の欠損金はゼロというふうにな

るというものでございます。 

 次の７頁の方の剰余金計算書の方ですが、こちら処理があったところですが、資本剰

余金の部というところのⅠ国庫補助金、Ⅱ県補助金の方です。こちらの方平成２４年度

にスチームオーブンとそれから冷蔵庫の方が、国の補助金と県の補助金を充てて購入し

ている部分があったんですが、そちらが今回廃棄ということでございますので補助金の

部分も減額したということでございます。それで国庫補助金の方では３３７，０８１円

の処分、それから県補助金の方は１１２，３５９円の処分ということでございます。    

次の貸借対照表の方にまいりたいと思います。８頁、９頁の方でございます。資産の

部というところでございます。１の固定資産の合計額は、８頁の右側の真ん中辺ですが、

固定資産合計といたしまして１，４４０，８６７，４７５円でございます。こちらが各

固定資産の残高でございます。２流動資産の方ですが、こちらの合計額が一番右側の欄

の方ですが、３６２，３０４，０７７円ということで、こちらは現金預金、未収金、貯

蔵品等がこちらの額を合計したものでございます。これらを合わせた資産合計が１，８

０３，１７１，５５２円というふうになるものでございます。次に負債の部ということ

です。３の流動負債ということですが、流動負債の合計額は右側になりますが５２，６

５０，７９０円でございます。この内訳は（１）未払金が４４，０００千円とか、（２）
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預り金の８，１１２千円とかという部分でございます。資本の部ということでございま

す。資本金でございます。資本金の合計額は１，３９９，６６２，１３５円ということ

で１番右側になります。この内自己資本金は１４，９１３，６１４円、借入資本金、こ

れ企業債の残高でございますけども１，３８４，７４８，５２１円ということでござい

ます。５剰余金につきましては、先程の７頁の方でお話申し上げましたとおり、国庫補

助金、県補助金、受贈財産の評価額の分、それから寄附金の分、その他資本剰余金とい

うことでございまして、３５０，８５８，６２７円でございます。剰余金合計が１，７

５０，５２０，７６２円ということで、負債資本合計が、資産合計と同額であります１，

８０３，１７１，５５２円ということでございます。 

以上、決算の部分でございますが、１０頁以降につきましては今まで申し上げました

各表、各数値の額の明細の方を記載させていただいておりますので、ご参照をいただけ

ればというふうに思います。 

 以上、「平成２４年度市立大曲病院事業会計決算について」ご説明申し上げましたが、

よろしくご審議の上、ご認定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（大山利吉） はい、ありがとうございました。説明が終了いたしました。これ

より質疑を行います。質疑のある方、お願いいたします。石塚委員。 

○委員（石塚柏） 貸借対照表の中で、未収入金ていうのありますよね。１２１，０００ 

千円ということなんですが、県の厚生連の決算書見せてもらったことあります。２年く 

らい前に。厚生連の未収入金もちょっと今金額さだかでないけど、確か２０億とか相当 

の金額だったことを記憶してます。病院の宿命と言えば宿命とも言えなくもないんです 

けど、なかなか経済的に困窮して、だけども、病院さ行かないわけにはいかない。病院 

には入る、しかしお金は払えない。事務長さんが非常に難渋するということの繰り返し 

だと思うんですけど。この辺りいつかお聞きしなきゃいけないなと思ってたんですが、 

だいたいこの未収入金が増える傾向にあるのか１点、それからこの未収入金をあまり長 

くなると、おそらくこれは特別欠損でおとしていくというような通常、会計処理、或い 

は更生等の指導等があると思うんですけど。この辺のやりとりがかなり一般会計の繰出 

金と、結果的には連動してますので、ひとつその辺のところ、勉強だと思ってお聞きし 

たいと思いますので、さらっと教えてもらえませんか。よろしくお願いします。 

○委員長（大山利吉） はい、伊藤事務長。 
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○市立大曲病院事務長（伊藤和保） まず今回決算の方にでております１２１，１００千

円云々の未収金の内訳でございます。こちらまず、このうち平成２４年度で発生した未

収金につきましては、診療報酬の２月、３月分の報酬の部分が１１７，８５８，１０９

円ということでございます。ですので、残りが過年度分というふうな形になろうかと思

いますけども、未収金の部分については患者数が結構ここ３～４年くらいずっと右肩上

がりに上がってきてますので、それなりに増えているというのが状況でございます。た

だこの未収金、診療報酬の分につきましては、２カ月遅れで必ず入ってまいりますので、

まず残りの未収金というのはほとんど自分で払う１割とか３割とかという負担部分にな

っております。過年度部分が、まず５，８００千円位が個人の未収ということでござい

ます。そういう形になります。うちらの方としても不納欠損とかというお話もありまし

たけれども、まずそれをなるべく尐なくするために、窓口の部分と銀行振込の部分と両

方でまず今収入の方を受けておりますけども、とりあえずは患者さんの方に、遅くなっ

てる部分についてはお話をさせていただきまして、まず未収に繋がらないように努力し

ているところでございます。一応時効は３年ということでなっておりますけども、まだ

入院されている方もおりますので、その人を時効にするわけにもいかないということも

ありまして、患者さんの家族とか患者さんがいなくなったとかということでなければ、

時効ということにはしないで、とりあえず患者さんとお話をさせていただいて、尐しず

つでもいいから入れてもらうような形で対応しているところでございます。 

○委員長（大山利吉） よろしいですか。 

○委員（石塚柏） 結構です。 

○委員長（大山利吉） 他にございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） なければここで質疑を終結いたします。それでは、これから書類

等の審査を行いますが、審査につきまして、委員の分担を決め「収入」と「支出」とに

分けて審査いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） ご異議なしと認めます。次に、審査の分担につきまして、委員長

の指名とすることにご異議ありませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 
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○委員長（大山利吉） ご異議なしと認めます。その前に特別、希望があれば。収入と支

出なんとしてもこれ見たいというの、ありませんか。 

○委員（小松栄治） 支出で。 

○委員長（大山利吉） 支出。他になんかないですか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） それでは、収入につきましては大野委員、石塚委員、杉沢委員。 

それから支出につきましては、小松委員、藤田委員、佐藤委員ということで、審査は１

時４０分までひとつ審査していただきたいと思います。 

審査の方法には、休憩の形で行い、それぞれの審査終了後、質疑及び意見の調整を行

いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） ご異議なしと認めます。それでは書類審査のため、暫時休憩いた

します。 

（ 休 憩  午後 １時２５分 ） 

（ 再 開  午後 １時３６分 ） 

○委員長（大山利吉） 休憩前に引き続き、会議を開きます。書類等の審査も終わったよ

うでございますので、これより統括質疑を行います。質疑のある方はお願いいたします。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） なければ質疑を終結いたします。次に、監査委員の決算審査意見

書等を参考にして、付すべき意見があれば調整して報告したいと思います。また、意見

の調整については、休憩して進めたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） ご異議なしと認め、そのように決定いたします。それでは暫時休

憩いたします。 

（ 休 憩  午後 １時３８分 ） 

（ 再 開  午後 １時３９分 ） 

○委員長（大山利吉） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

審査意見の調整が終了しましたが、当委員会として、特に付すべき意見がないようでご

ざいますので、これにご異議ございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 
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○委員長（大山利吉） ご異議なしと認めます。これより討論を行います。討論はありま

せんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） 討論なしと認めます。これより採択いたします。本件は、認定す

ることにご異議ございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） ご異議なしと認め、本件は認定すべきものと決しました。 

次に、所管事務に係る閉会中の継続審査及び調査に関する件についてお諮りいたします。 

 ただ今お手元に配付しております件につきましては、議長に対し、閉会中の継続審査及

び調査の申し出をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） ご異議がないようですので、そのように決定いたします。 

以上で、当委員会に審査付託となりました議案の審査は、全て終了いたしました。なお、

本委員会の「審査報告書」及び「委員長報告」の案文につきましては、委員長にご一任

願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） ご異議なしと認め、そのように決しました。 

この際、委員の皆様方から何かございましたら、お願いいたします。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（大山利吉） ないようでございますので、これをもちまして、教育福祉常任委

員会を閉会いたします。大変ご協力ありがとうございました。 

（ 閉 会  午後 １時４０分 ） 
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